
◇
本
大
会
の
目
的

1

，
厳
し
い
情
勢
の
中
、
要
求

を
前
進
さ
せ
て
い
る
こ
と

に
確
信
を
持
ち
、
今
後
の

課
題
の
確
認
。

二
．
全
て
の
職
員
が
健
康
で

活
き
活
き
と
業
務
に
専
念

で
き
る
よ
う
、
パ
ワ
ハ
ラ

撲
滅
や
時
間
外
勤
務
の
上

限
を
設
け
る
な
ど
の
職
場

環
境
改
善
の
方
針
の
確
立

三
．｢

国
民
の
た
め
の
公
共
事

業｣

の
執
行
の
た
め
、
業
務

内
容
・
体
制
の
あ
り
方
を

議
論
し
確
認

四
．
課
題
を
前
進
さ
せ
る
最

大
の
保
障
で
あ
る
組
織
拡

大
を
意
思
統
一

◇
私
た
ち
を
取
り
巻
く

情
勢
の
特
徴

政
治
と
経
済
の
動
向

安
倍
首
相
は
、
「
時
の
政

権
の
判
断
一
つ
で
日
本
を
戦

争
を
す
る
国
へ
」
、｢

社
会
保

障
拡
充
の
た
め
に
消
費
税
増

税
を
し
な
が
ら
、
社
会
保
障

や
医
療
制
度
の
改
悪
」
な
ど

国
民
の
願
い
に
逆
行
す
る
政

策
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
。

職
場
を
取
り
巻
く
情
勢

｢

公
務
員
賃
金
総
抑
制｣

の

方
針
の
下
、
国
家
公
務
員
に

は
、
人
も
給
与
も
減
ら
せ
の

攻
撃
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
、
国
土
交
通
省
は
、

｢

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス｣

に
よ
る
大

型
公
共
事
業
執
行
が
押
し
つ

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
国
土

交
通
省
は
、
職
場
の
問
題
の

解
決
に
な
ら
な
い｢

業
務
執
行

改
善
計
画｣

で
、
そ
の
場
し
の

ぎ
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

◇
職
場
の
動
き

私
た
ち
の
職
場
は
、
連
年

に
わ
た
る
定
員
削
減
に
よ
り

出
張
所
や
事
務
所
の
係
長
な

ど
の
多
く
の
ポ
ス
ト
が
空
席

と
な
り
、
職
場
実
態
を
無
視

し
た
業
務
発
注
な
ど
に
よ
り
、

「
国
民
に
理
解
さ
れ
、
喜
ば

れ
る
」
業
務
を
執
行
し
た
い

と
い
う
多
く
の
管
理
職
員
の

思
い
も
踏
み
に
じ
ら
れ
「
予

算
消
化
第
一
」
「
用
地
や
仮

設
・
工
期
な
ど
問
題
が
あ
っ

て
も
見
切
り
発
注
」
に
追
い

込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
職
場
環
境
の
な

か
、
多
く
の
管
理
職
員
は
健

康
や
精
神
に
大
き
な
負
担
を

強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
０
１
４
年
度
人
事

院
勧
告
の
取
り
組
み

「
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直

し
」
に
よ
っ
て
、
俸
給
表
の

水
準
を
平
均
２
％
引
下
げ
、

５
５
歳
超
職
員
は
最
大
４
％

程
度
引
き
下
げ
、

さ
ら
に
、

地
域
手
当
や
寒
冷
地
手
の
支

給
地
域
の
見
直
し
等
が
強
行

さ
れ
ま
し
た
。

厳
し
い
情
勢
の
中
で

勝
ち
取
っ
た
要
求

厳
し
い
情
勢
の
中
、
「
６

級
、
５
５
歳
超
職
員
」
の
賃

下
げ
８
％
を
最
大
３
．
９
５

％
に
引
き
下
げ
（
俸
給
表
の

平
均
２
％
引
下
げ
を
含
む
）

に
留
め
、
全
体
と
し
て
三
年

間
の
現
給
保
障
も
さ
せ
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、
ユ
ニ
オ
ン
結
成

以
来
の
要
求
で
あ
っ
た｢

超
過

勤
務
手
当
の
支
給
」
の
要
求

が
「
管
理
職
深
夜
手
当
」
と

し
て
実
現
、
そ
の
運
用
の
中

で
「
管
理
職
特
別
勤
務
手
当

の
支
給
」
に
つ
い
て
も
時
間

と
場
所
の
制
限
が
取
り
除
か

れ
、
「
真
に
必
要
な
勤
務
」

で
あ
れ
ば
「
場
所
や
勤
務
時

間
に
関
係
な
く
」
支
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

職
場
環
境
改
善
の

取
り
組
み

パ
ワ
ハ
ラ
撲
滅
運
動

定
員
削
減
と
大
規
模
な
公

共
事
業
発
注
に
よ
り
、
パ
ワ

ハ
ラ
が
数
多
く
発
生
し
、
肉

体
的
に
も
精
神
的
に
も
追
い

詰
め
ら
れ
健
康
や
精
神
を
害

す
る
職
員
が
増
え
て
い
ま
す
。

パ
ワ
ハ
ラ
を
「
し
な
い
」

「
さ
せ
な
い
」「
見
逃
さ
な
い
」

の
「
パ
ワ
ハ
ラ
撲
滅
運
動
」

を
進
め
、
当
局
に
パ
ワ
ハ
ラ

に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
を
作
る

よ
う
に
当
局
に
要
求
し
て
い

く
な
か
で
、
東
北･

北
陸
・
関

東･

近
畿･

九
州
で
は
本
人
へ

の
指
導
や
人
事
上
の
措
置
を

さ
せ
て
い
ま
す
。

増
員
要
求
に
つ
い
て

ユ
ニ
オ
ン
は
、
昨
年
の
大

会
で
、
今
年
を
「
増
員
元
年
」

と
位
置
づ
け
、
職
場
世
論
の

形
成
と
予
算
定
員
と
実
定
員

の
差
を
埋
め
る
」
事
を
重
点

と
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

し
か
し
、
国
土
交
通
省
全

体
の
減
員
数
を
上
回
る
２
５

７
名
が
地
方
整
備
局
で
減
員
、

国
土
地
理
院
も
６
名
の
減
員

が
さ
れ
て
い
ま
す
。

フ
ル
タ
イ
ム
再
任

用
実
現
の
運
動

当
局
は
、
再
任
用
制
度
の

の
基
本
を
無
視
、
閣
議
決
定

の
本
文
と
但
し
書
き
の
本
末

転
倒
の
取
り
扱
い
、
定
員
に

空
き
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
「
定
員
事
情
を
勘
案
し
」

等
矛
盾
し
た
回
答
を
繰
り
返

し
、
２
７
年
度
の
フ
ル
タ
イ

ム
再
任
用
は
実
施
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
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国
民
に
理
解
さ
れ
、
喜
ば
れ
る
公
共
事
業
執
行
の
た
め
、

業
務
執
行
と
職
場
環
境
の
改
善
を
目
指
そ
う

国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
２
０
１
５
年
５
月
２

３
日
（
土
）
～
２
４
日
（
日
）
に
第
１
８
回
定
期
全
国
大
会
を

愛
知
県
豊
橋
市
に
お
い
て
開
催
し
ま
す
。

本
号
に
て
、
議
案
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
掲
載
し
ま
す
。

第
１
８
回
定
期

全
国
大
会
議
案

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

２
０
１
４
年
度

運
動
の
経
過

と
総
括

本府省課長 一種 一回・6000円
本府省室長 二種 一回・５000円
府県部長 三種 一回・４３00円
管区課長 四種 一回・３５00円
地方課長 五種 一回・３０00円

区分

管理職員深夜勤務手当

平日の午前０時～午前５時までの間に
勤務した場合。課長・出張所長は四種

代表的官職
平日深夜午前
０時～午前５時
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昇
格
改
善
の
運
動

ユ
ニ
オ
ン
は
誰
で
も
５
５

歳
ま
で
に
６
級
昇
格
め
ざ
し

て
定
数
改
善
や
職
責
の
評
価

を
見
直
す
こ
と
を
人
事
院
や

国
土
交
通
省
当
局
に
要
求
を

し
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
５
級
の
定
数

に
つ
い
て
は
、
平
成
２
２
年

度
か
ら
５
級
定
数
の
改
善
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

管
理
職
員
等
ア
ン
ケ

ー
ト
の
取
り
組
み

第
９
回
管
理
職
員
等
ア
ン

ケ
ー
ト
は
全
国
で
、
１
，
９

５
７
人
名
の
管
理
職
員
等
か

ら
協
力
が
あ
り
ま
し
た
。
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
は
、

「
業
務
執
行
改
善
に
関
す
る

要
求
書
」
「
テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス

派
遣
に
関
す
る
要
求
書
」
に
整

理
し
、
そ
の
改
善
を
当
局
に
求

め
る
と
同
時
に
、
今
後
要
求
作

成
や
宣
伝
活
動
・
政
策
活
動

に
活
用
し
て
き
ま
し
た
。

建
設
産
業
に
働
く

仲
間
と
共
に

「
入
札
契
約
法
」
「
建
設
業

法
」
「
公
共
工
事
の
品
質
確

保
法
」
の
三
法
が
、
本
年
度

か
ら
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、
か
つ
て
の
「
建

退
共
制
度
の
普
及
運
動
」
の

よ
う
に
、
発
注
機
関
、
特
に

「
主
任
監
督
員
」
と
し
て
の

関
わ
り
方
な
ど
を
研
究
し
業

界
や
職
場
の
業
務
執
行
体
制

の
改
善
に
つ
な
が
る
よ
う
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◇
運
動
を
進
め
る
基
本

第
一
、
管
理
職
が
仕
事
と
生

活
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を

保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
、
退
職
後
の
生
活
も
、

安
定
的
に
普
通
の
生
活
が

営
め
る
よ
う
に
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

第
三
、
仕
事
に
誇
り
を
持
ち

充
実
し
た
生
活
を
送
り
た

い
。

第
四
、
国
交
省
と
公
共
事
業

が
、
国
民
に
と
っ
て
必
要

な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
社
会
的
に
強
く
望

ま
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

と
い
う｢

目
的｣

の
達
成
を
目

指
し
ま
す
。

「
職
場
を
基
礎
」
に
し
て

運
動
を
構
築
、
そ
し
て
、
出

来
る
だ
け
多
く
の
仲
間
に
行

動
参
加
し
て
も
ら
う
事
を
大

切
に
し
ま
す
。
こ
う
し
た
職

場
要
求
実
現
運
動
を
進
め
て

い
く
中
で
、
共
通
す
る
産
別

・
国
民
的
課
題
と
結
び
つ
け

そ
れ
ら
の
仲
間
と
共
に
課
題

実
現
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

国
家
公
務
員
の
中
で
唯
一

の
ま
た
、
管
理
職
組
合
と
し

て
、
そ
の
責
任
と
誇
り
を
持

ち
、
引
き
続
き
格
調
高
く
ユ

ニ
オ
ン
の
活
動
を
展
開
し
ま

す
。

国
民
の
期
待
に
応
え
る

事
業
執
行
を
目
指
し
て

近
年
数
多
く
発
生
し
て
い

る
大
規
模
災
害
か
ら
国
民
の

｢

安
全
・
安
心
を
守
る｣

た
め
、

ま
た
、
厳
し
い
国
家
予
算
の

中
で
「
無
駄
な
公
共
事
業
」

と
国
民
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
事
業
執
行
を
行
う

た
め
、

・
業
務
発
注
の
方
法
と
内
容

の
見
直
し
を
要
求
し
て
い

き
ま
す
。

・
業
務
執
行
体
制
の
改
善
提

言
を
行
い
そ
の
実
現
を
目

指
し
ま
す
。

職
場
環
境改

善
の
運
動

連
年
に
わ
た
る
大
幅
な
定

員
削
減
は
、
職
場
に
多
く
の

問
題
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、｢

仕
事
の
進
め

方｣

を
見
直
す
と
同
時
に
、
職

場
環
境
を
改
善
し
、
職
員
の

健
康
と
家
庭
を
守
る
た
め
に
、

次
の
運
動
を
取
り
組
み
ま
す
。

・
増
員
要
求
実
現

・
職
場
に｢

パ
ワ
ハ
ラ
撲
滅
の

ル
ー
ル
確
立｣

・
超
勤
時
間
を
一
週
間
１
０

時
間
、1

ヶ
月
間
４
０
時

間､

年
間
３
６
０
時
間
を
限

度
す
る
こ
と
。

６
０
歳
以
降
の
働
き

方
に
つ
い
て

当
局
に
定
年
後
も
身
を
ゆ

だ
ね｢

天
下
り｣

斡
旋
を
う
け

る
こ
と
の
な
く
、
胸
を
張
っ

て
定
年
以
降
も
活
き
活
き
仕

事
が
出
来
る
よ
う
、

・
定
年
延
長

・
経
験
と
生
活
を
重
視
し
た

フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用

特
に
、
来
年
度
か
ら
一
年

以
上
の
無
年
金
状
態
が
発
生

す
る
こ
と
か
ら
、
フ
ル
タ
イ

ム
勤
務
で
の
採
用
を
強
く
要

求
し
て
行
き
ま
す
。

管
理
職
員
の
処
遇
改
善

に
つ
い
て

昇
格
改
善
の
要
求
を
今
年

度
か
ら
「
誰
で
も
５
５
歳
ま

で
に
全
員
６
級
昇
格
し
、
多

く
の
７
級
昇
格
の
実
現
」
と

し
、
「
局
課
長
や
事
務
所
長

も
含
め
た
全
面
的
な
昇
格
改

善
と
本
院
の
一
部
幹
部
を
除

き
多
く
の
職
員
の
処
遇
改
善

が
据
え
置
か
れ
て
い
る
地
理

職
員
の
大
幅
な
評
価
替
え
」

な
ど
全
面
的
な
昇
格
要
求
の

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

管
理
職
特
別
勤
務
手
当

等
改
善
に
関
す
る
要
求

昨
年
の
勧
告
で
、
私
た
ち

の
永
年
の
要
求
で
あ
る
「
災

害
時
や
深
夜
に
お
け
る
超
過

勤
務
手
当
の
支
給
」
が
実
現

し
ま
し
た
。

し
か
し
、
手
当
の
額
や
対
象

時
間
帯
な
ど
に
ま
だ
不
十
分

な
内
容
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
」

に
つ
い
て
も
そ
の
運
用
に
縛

り
が
あ
り
ま
す
。

引
き
続
き
手
当
の
改
善
に
向

け
要
求
し
て
い
き
ま
す
。

年
金
、
共
済
、
退
職

金
に
関
す
る
要
求

共
済
年
金
の
厚
生
年
金
へ

の
一
元
化
が
２
０
１
５
年
１

０
月
よ
り
始
ま
り
ま
す
。
年

金
闘
争
を
重
視
し
、
国
公
労

連
や
国
交
労
組
と
連
携
し
、

運
動
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

同
時
に
年
金
者
組
合
へ
の
加

入
（
退
職
時
）
、
連
携
も
追

求
し
ま
す
。

労

働

規

制

撤

廃

に

反

対

す

る

運

動民
間
労
働
者
の
労
働
規
制

を
撤
廃
し
、｢

残
業
代
ゼ
ロ｣

を
目
指
す
流
れ
の
延
長
線
上

に､

公
務
の
職
場
に
も
「
フ
レ

ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
の
導
入

が
今
年
の
人
事
院
勧
告
で
画

策
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
公
労

連
の
提
起
す
る
運
動
に
可
能

な
限
り
結
集
し
て
い
き
ま
す
。

労
使
関
係
に
関
す
る

要
求

・
団
体
交
渉
は
７
月
期
、
１

２
月
期
の
年
２
回
の
開
催

を
求
め
ま
す
。

・
官
房
長
と
の
会
見
（
交
渉
）

は
時
間
を
拡
大
し
、
予
算

要
求
前
で
の
実
施
を
求
め

ま
す
。

職
場
か
ら
違
法
・
脱
法
行
為
、
癒
着
の
疑
念
を
持

た
れ
る
よ
う
な｢
天
下
り｣

を
一
掃
し
よ
う

２
０
１
５
年
度

運
動
方
針
（
案
）

２
０
１
５
年
度
の

重
点
要
求
と
運
動


